
令和 7年度 大垣市スポーツ推進審議会 

 

と き 令和 7 年 8月 25 日（月）17：00～18：30 

ところ 大垣市役所 6 階 6-3、6-4 会議室 

 

1 開会のことば 

 

2 教育長あいさつ 

 

3 審議会委員紹介 

 

4 会長及び副会長の選出 

 

5 会長あいさつ 

 

6 議事 

⑴ 令和 6 年度スポーツ推進事業実績について  資料 1 （P3～） 

 

⑵ 令和 7 年度スポーツ推進事業計画について  資料 2 （P11～） 

 

⑶ 大垣市第2次教育振興基本計画（スポーツ分野）の前期の最終状況について  資料 3 （P19） 

 

7 その他 

⑴  大垣市中学校部活動地域展開について  資料 4 （P21） 

 

8 閉会の言葉 
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令和 7・8年度 大垣市スポーツ推進審議会委員等名簿 

 

1 審議会委員 

所     属 所属役職 氏  名 

（公財）大垣市体育連盟 会 長 堤  俊彦 

（学）大垣総合学園岐阜協立大学 教 授 髙橋 正紀 

大垣市スポーツ推進委員協議会 副会長 森本 浩一 

（一社）大垣市医師会 理 事 平松  哲 

大垣市小学校体育振興会 会 長 水野 哲也 

（公財）大垣市体育連盟 少年スポーツ委員会 委員長 川瀬 尚志 

（公財）大垣市体育連盟 生涯スポーツ振興委員会 委員長 川合 麻美 

大垣市スポーツ少年団 本部長 山口 敏文 

大垣市職域体育振興会 部会長 都竹 直孝 

大垣市連合体育振興会 会 長 臼井 好美 

市民公募委員  田邉 麻紗子 

市民公募委員  髙木 有貴 

  ※任期：令和 7年 6月 1日から令和 9年 5月 31日 

 

2 オブザーバー 

所     属 所属役職 氏  名 

（公財）大垣市体育連盟 専務理事 関 琢磨 

 

3 事務局 

所     属 所属役職 氏  名 

大垣市教育委員会 教育長 細江 敦 

大垣市教育委員会 事務局長 馬淵 義昭 

大垣市教育委員会 社会教育スポーツ課 課 長 洞口 直樹 

大垣市教育委員会 社会教育スポーツ課 参 事 松永 健一郎 

大垣市教育委員会 社会教育スポーツ課 参 事 細野 雄樹 

大垣市教育委員会 社会教育スポーツ課 主 幹 伊藤 誠 

大垣市教育委員会 社会教育スポーツ課 主 査 廣島 明美 
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令和 6 年度 スポーツ推進事業実績について 

令和 6 年度事業実績 区分 

 

1 少年スポーツ賞授与事業 1,951千円 

  市内の小中学校及び高等学校におけるスポーツ振興を図るため、優秀な成績を収め

た児童及び生徒に対し、「少年スポーツ賞」を授与し、その栄誉を称えた。 

選考委員会 ： R7.1. 9（木） 市役所6階 教育委員会室 

授 与 式 ： R7.2.19（水） スイトピアセンター音楽堂 

区 分 栄 誉 賞 優 秀 賞 奨 励 賞 計 

件 数 14 48 16 78 件  

奨励金 303 450 45 798 千円 
 

 

市単独 

 

 

2 部活動地域移行実証事業 2,415千円 

休日の学校部活動を新たな実施主体が行う活動へ移行するにあたり、受け皿確保に

向けた取り組みを推進するとともに、地域クラブ及び保護者への支援に関する実証事

業を行った。（地域移行した部活動数 15部、地域クラブ数 10団体） 

 ⑴ 中学校部活動地域移行検討委員会の開催（2回） 

   検討内容 地域クラブ活動の指導者確保、地域クラブ等への支援の在り方 ほか 

委員人数 12人（学校関係者、学識経験者、保護者代表、関係機関代表） 

⑵ 大垣市体育連盟への業務委託（市の取組の支援） 

⑶ 地域クラブ運営補助金（補助件数 10件、補助額284,000円） 

   地域クラブの運営に要する経費の一部を補助した。 

⑷ 地域クラブ参加助成事業補助金（補助件数 3件、補助額6,000円） 

   地域クラブ活動に参加する家庭の経済的負担を軽減し、生徒が充実した学校生活

を送ることができるよう地域クラブ参加費用の一部を補助した。 

 

 

 

 

 

国委託金 

 

 

国委託金 

市単独 

 

市単独 

 

 

 

3 少年スポーツ活動推進事業 3,598千円 

少年期のスポーツ振興を図るため、市内のスポーツ少年団の活動に対して補助した。 

また、スポーツ少年団活動事業補助金においては、（公財）日本スポーツ協会公認ス

ポーツ指導者資格を有する専門的な指導者の育成への支援もしており、競技力向上に

ついての役割も果たしている。 

⑴ 大垣市スポーツ少年団活動事業補助金 

・指導者等各種研修  参加者 延455人 

・スポーツ少年団登録指導者数  496人 

うち日本スポーツ協会公認スポーツ指導者 資格取得者・更新者（補助対象者） 55人 

⑵ 西濃スポーツ少年団交流大会事業補助金 

綱引・チャレンジ大会 R6.5.19（日） 大垣市総合体育館 390人程 

 

 

 

 

 

 

 

市補助金 

（体育連盟） 

 

 

市補助金 

（少年団） 

 

 資料 No.1  
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令和 6 年度事業実績 区分 

 

 ⑶ 大垣市スポーツ少年団周年記念事業 

   記念スポーツ大会 R6.11.9（土）大垣市総合体育館 

記念式典・パーティー R6.11.23（土）クインテッサホテル大垣 

   記念品（タオル）の作成 

 

市補助金 

（体育連盟） 

 

4 コミュニティスポーツ振興事業 10,621千円 

⑴ 地域スポーツ振興事業補助金 

①地区別コミュニティスポーツ 延34回（7ブロック）延3,112人 

②校区別ヘルシーウォーク   延162回（22校区） 延4,640人 

③軽スポーツ体験イベント  ・出展型（大垣公園） 延240人 

               ・タスポニー交流大会（上石津総合体育館） 82人 

               ・モルック体験会（北小学校） 63人 

⑵ 第6回ＯＧＡＫＩスポーツフェスティバル 

R6.6.9（日）  総合体育館  約1,000人 

⑶ 第46回大垣市民総合体育大会 

R6.10.6（日）ほか  総合体育館ほか 陸上競技ほか32競技 約18,500人 

⑷ 大垣地域スポーツクラブの活動支援（赤坂1年次） 

赤坂かなぶやまスポーツクラブの運営委員会及びクラブ活動の支援を行った。 

・運営委員会（赤坂校区の体育振興会、自治会、PTA、子ども会、スポ推等で構成） 

    赤坂地区センターほか 全4回 延38人 

・スポーツ教室（ノルディックウォーク、タスポニー、モルック等） 

    赤坂小学校等 全3回 延126人 

 ⑸ スポーツ講演会 

   R7.3.22（土） 情報工房 300人 

   講師：川合 俊一（日本バレーボール協会会長） 

 

 

市補助金 

(スポ推事務局： 

社スポ課) 

 

 

 

市委託料 

（体育連盟） 

市委託料 

（体育連盟） 

市単独 

 

 

 

 

 

市補助金 

（体育連盟） 

 

5 スポーツ大会等出場激励事業 2,120千円 

  国際大会や全国大会に出場する者に対して、激励金を交付し、競技スポーツの振興・

充実を図った。また、出場する者に対し市長表敬対応を行い、激励を行っている。 

区 分 
個   人 団   体 

人  数 激 励 金 団 体 数 激 励 金 

国際大会 27 人 650 千円 － 団体 － 千円 

全国大会 260  910  39  560  

計 287  1,560  39  560  

 

 

 

 

 

市単独 



5 

 

令和 6 年度事業実績 区分 

 

 ※激励金額 

 大会区分 
個人･団体 

区分 

激励金額 

(1人あたり) 

オリンピック 個人 50千円    

スポーツアコード加盟団体主催又は公認の国際大会 個人 30 

上記以外の国際大会 個人 10 

国民体育大会 個人 5 

その他全国大会 

個人 3 

団体(10人以下) 10 

団体(20人以下) 20 

団体(21人以上) 30 
 

 

6 スポーツ推進委員事業 4,828千円 

  スポーツ推進委員による総会（全大会）及び各地区、校区の活動事業についての研究

協議をする研修会の開催支援をした。また、岐阜県、西濃地区の研修会等への参加支援

を行い、スポーツ推進委員の資質向上を図った。 

  大垣市スポーツ推進委員 63人（3人×旧市17校区+上石津地区7人+墨俣地区5人） 

  会議・研修参加 31回開催 延771人 

 

市補助金 

(スポ推事務局： 

社スポ課) 

 

7 スポーツ団体育成事業 26,845千円 

体育振興を図るため、体育行事の後援を行うほか、スポーツ団体の育成・選手の強

化を促進した。 

項 目 補助金額 総事業費 

岐阜県民スポーツ大会選手強化事業補助金 5,547 千円 5,547 千円 

大垣ミナモソフトボールクラブ運営補助金 15,000   164,463   

連合体育振興会活動事業補助金 1,778   1,778   

体育連盟加盟団体活動事業補助金 1,709   1,709   

体育連盟ジュニア強化事業補助金 450   900   

岐阜県民スポーツ大会派遣事業補助金 2,361   2,361   

＜参考事業＞ 

大垣ミナモソフトボールクラブによる小中学校体育授業等での指導（別紙P9） 

 

市補助金 

（各団体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定事業 

(市･大垣ミナモ) 

 

8 国際スポーツ交流推進事業 3,719千円 

⑴ 第11回韓国青少年スポーツ相互交流受入事業委託料 

  ※昌原市の諸事情により中止（人件費相当分1,320千円の支出のみ） 

⑵ 第20回青少年・指導者ドイツ派遣事業補助金 ※帰国後分 

   R6.3.27～R6.4.6 13人 

   第11回ドイツ青少年・指導者受入事業補助金 

   R6.5.19～R6.5.28 13人 

 

 

市委託料 

（体育連盟） 

市補助金 

（体育連盟） 
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令和 6 年度事業実績 区分 

 

9 スポーツイベント推進事業 2,232千円 

  生涯スポーツの振興と発展に寄与するため、各種競技大会を実施・支援した。 

 ⑴ スポーツイベント事業負担金 2件 

項 目 負担金額 

大垣ミナモソフトボールクラブを育てる会 30千円    

MAG-CUP少年サッカー交流大会 50      

 ⑵ スポーツイベント事業補助金 12件 

項 目 補助金額 

岐阜県中学校選抜軟式野球大会 35千円    

東海選抜軟式野球大会 140      

清流の国ぎふグリーントライアル大会 45      

市長杯争奪グラウンドゴルフ大会 40      

市民登山大会 40      

JABAベーブルース杯社会人野球大会 300      

水の都杯9人制女子バレーボール選抜優勝大会 45      

市長杯争奪ゲートボール選手権大会 20      

奥の細道シニアソフトテニス大会 40      

全国高校サッカー選抜大垣大会 70      

西濃綱引選手権大会 200      

JD.LEAGUE公式戦 1,000      
 

 

 

 

市負担金 

(各団体) 

 

 

市補助金 

（各団体） 

 

10 【臨】高校野球大会市民応援事業 1,690千円 

  大垣日本大学高等学校野球部が第 97回選抜高等学校野球大会に 2年ぶり 6回目の出

場を果たしたため、市民応援事業に対する補助等を実施した。 

・大会期日  R7.3.18～R7.3.30 

・市民応援事業補助金  応援バス運行 3台（1試合） 112人 

 ・出場激励金、テレビ・ラジオ・新聞応援協賛料ほか 

 

市補助金等 

(実行委員会事務局： 

社スポ課) 

 

11 【臨】都市対抗野球大会市民応援事業 8,274千円 

  西濃運輸野球部が第 95 回都市対抗野球大会に 4 年連続 41 回目の出場を果たしたた

め、市民応援事業に対する補助等を実施した。 

 ・大会期日  R6.7.19～R6.7.30 

  ・市民応援事業補助金  応援バス運行 25台（4試合） 889人 

  ・出場激励金、テレビ・ラジオ・新聞応援協賛料ほか 

 

市補助金等 

(実行委員会事務局： 

社スポ課) 
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令和 6 年度事業実績 区分 

 

12 体育施設管理事業 406,184 千円 

指定管理者制度に基づき指定管理者に委託して、市内の体育施設等の管理・運営を

行った。 

⑴ 指定管理体育施設の利用状況 

① 大垣市体育連盟委託分（指定管理料 398,857千円） 

施設名 利用者数 施設名 利用者数 

北公園 95,049人 総合体育館 164,489人 

西公園 46,706  アーチェリー場 2,061  

大垣市民プール 75,654  赤坂スポーツ公園 37,029  

杭瀬川野球場 7,470  武道館 149,797  

南公園 24,687  大垣城ホール 73,463  

三城ソフトボール場 11,827  上石津庭球場 815  

三城プール･庭球場 23,186  上石津総合体育館 28,001  

杭瀬川スポーツ公園 31,774  上石津ふれあいグラウンド 6,042  

浅中公園総合グラウンド 47,847  合計 825,897  

② 青墓町（1区）自治会委託分（指定管理料 3,424千円） 

 野外活動センター 延3,769人 

⑵ 市直営体育施設の利用状況 

時山健康増進施設 延55人  墨俣庭球場 延713人 

 

 

 

 

市委託料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市単独 

 

13 体育施設営繕事業 290,220 千円 

 修繕・工事請負費 272,169 千円  委託料 2,813千円  備品購入費 15,238 千円 

  各体育施設の設置・備品の維持補修等を行い、体育施設環境の整備に努めた。 

 ⑴ 主な施設整備・修繕実績 

施設名 整備概要（工事名） 金額 

浅中公園総合グラウンド 

陸上競技場第 3 種公認更新工事 205,700千円 

空調機取替工事 1,289   

陸上競技場硝子ブロック撤去工事 2,517   

受変電設備更新工事 1,156   

墨俣庭球場 庭球場改修工事 25,887   

総合体育館 

受変電設備更新工事 9,119   

ガス管改修工事 3,762   

喫茶店系統空調設備修繕工事 602   

アーチェリー場 駐車場舗装工事 5,555   

北公園野球場 
便所改修工事 3,471   

メインスタンドシーリング打替工事 1,067   

 

 

市単独 
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令和 6 年度事業実績 区分 

 ⑵ 主な備品整備実績 

施設名 整備概要 金額 

浅中公園総合グラウンド 
第 3種公認更新備品（超音波風速計ほか） 7,091 千円 

塁ベース ほか 227 

武道館 バックエクステンション ほか 2,152   

大垣市民プール プールクリーナー ほか 1,499   

総合体育館 ファナシスⅡチェストプレス ほか 1,439   

南公園運動場 野球場備品 ほか 991   
 

 

14 体育施設長寿命化事業 16,951千円 

  施設整備実績 

工事名 整備概要 金額 

吸収冷凍機整備工事 吸収冷凍機整備（オーバーホール） 14,923千円 

吸収冷凍機部品取替工事 部品劣化による取替 437   

エレベーター改修工事 部品劣化による交換等 1,249   
 

 

市単独 

 

15 学校体育施設開放事業 16,192千円 

 ⑴ 学校体育施設開放の運営管理委託 

   身近なスポーツの場所を提供するため、市内小中学校等の体育館及びグラウンド

等を開放した。市内全校区の体育振興会に委託し、利用率の向上等を図った。 

学校区分 グラウンド 体育館 武道場･卓球場 合 計 

小学校22校 123,208人 279,486人 -  人  402,694人 

中学校10校 21,342  64,882  20,936   106,620  

高校4校 ※ 4,677  -   -    4,677  

合 計 149,227  344,368  20,936   513,991  

  ※高校4校（大垣北・大垣東・大垣西・大垣桜）グラウンド 

 ⑵ 大垣市立学校施設の開放に関する運営協議会 

   28協議会（小・中・義務教育学校等28校 各校10名以内） 委員 延254名 

 ⑶ 学校体育施設開放に係る消耗品、備品購入実績 

体育館用モップ・ワックス、体育館ランプ電球 

バレーボールアンテナ、コートブラシ  随時対応 

 

 

市委託料 

(各校区 

体育振興会) 

 

 

 

 

 

 

市単独 

 

市単独 

 

16 学校体育施設営繕事業 1,207千円 

  学校体育施設を一般開放するにあたり、利用者の安全や利便を図るため、各学校開

放体育施設の施設・備品の維持補修等を行い、施設環境の整備に努めた。 

＜学校開放備品修繕実績＞ 

   グラウンド夜間照明ランプ取替、バドミントン床金具修繕 ほか 

 

市単独 
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 別紙  

令和 6年度 大垣ミナモソフトボールクラブによる 

ベースボール型授業への指導支援について 
 

 平成 28 年 5 月 9 日、大垣市と大垣ミナモソフトボールクラブは、大垣市内の小中学校

における体育授業等での指導支援について協定を締結した。 

令和 6 年度について、実施希望のあった 13小中学校において実施した。 

 

1 体育（保健体育）授業の実施概要 

⑴ 目的 

ソフトボール捕り方や投げ方、打ち方等の指導を通して、児童生徒の球技に対する

興味・関心を高めるとともに、運動技能の向上を図る。 

⑵ 対象校 

   小学校  12校   中学校 1校 

⑶ 対象児童生徒 

   小中学校ともに 1学年のみが対象 

   小学校は第 6学年または授業実施最高学年、中学校は全学年が対象 

⑷ 実施日 

   令和 6年 6月 24 日（月）～ 令和 7年 2月 10 日（月） 

 ⑸ 児童生徒数 

   小学校 961人   中学校 156人 

⑹ 授業会場 

   実施小中学校の体育館 

⑺ 指導支援の内容 

   「捕る」「投げる」「打つ」「走る」などの基本的な技能を習得させるとともに、体を

動かすことの楽しさや喜びを体験させる。 

 

                                  



10 
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令和 7 年度 スポーツ推進事業計画について 

令和 7 年度事業計画 区分 

 

1 少年スポーツ賞授与事業 予算2,2667千円 

  授与式  R8.2.18（水） スイトピアセンター 学習館 音楽堂 

 

継続 

 

2 体育系部活動地域展開実証事業 予算8,230千円 

⑴ 中学校部活動地域移行検討委員会の開催 

⑵ 大垣市体育連盟への業務委託（市の取組の支援） 

⑶ 地域クラブへの支援 

 ① 指導者への謝礼 

 ② 地域クラブ運営補助金 

⑷ 低所得世帯への支援 

地域クラブ参加助成事業補助金 

 

継続 

 

3 少年スポーツ活動推進事業 予算3,316千円 

⑴ 大垣市スポーツ少年団活動事業補助金 

リーダー宿泊研修 R7.7.22（火）～R7.7.24（木）大垣市野外活動センター 

⑵ 西濃スポーツ少年団交流大会事業補助金 

綱引・チャレンジ大会 R7.5.18（日）大垣市総合体育館 

 

継続 

 

4 コミュニティスポーツ振興事業 予算10,580千円 

⑴ 地域スポーツ振興事業補助金 

①地区別コミュニティスポーツ  延37回開催を計画（7ブロック） 

②校区別ヘルシーウォーク    延156回開催を計画（22校区） 

③軽スポーツ体験イベント『みんなのスポーツ』 

・出展型（大垣公園）R7.5.18（日）、R7.10.12（日）クロリティ、ラダーゲッターほか 

・出張型（出前講座） 3回 おがっきぃ生き活き体操、モルック、ペタンク 

・スポーツ交流会（上石津総合体育館）R8.2.15（土）タスポニー 

⑵ 第7回ＯＧＡＫＩスポーツフェスティバル 

R7.6.8（日）  総合体育館 

⑶ 第47回大垣市民総合体育大会 

R7.10.5（日）ほか  総合体育館ほか 陸上競技ほか33種目での開催を計画 

⑷ 大垣型地域スポーツクラブの活動支援（R6～R7の2年次） 

赤坂かなぶやまスポーツクラブ運営委員会 

 ⑸ コミュニティスポーツ研究大会 

   R8.3.8（日） スイトピアホール 

   大型地域スポーツクラブ研究発表  大垣市スポーツ推進委員協議会研究発表 

 

 

継続 

 資料 No.2  
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令和 7 年度事業計画 区分 

 

5 スポーツ大会等出場激励事業 予算1,800千円 

R7.6月末開催大会までの実績   

区 分 
個 人 団 体 

人数 激励金 団体数 激励金 

国際大会 1 人  30 千円 - 団体 - 千円 

全国大会 16   48   1    10    

計 17   78   1    10    
 

 

継続 

 

6 スポーツ推進委員事業 予算5,091千円 

大垣市スポーツ推進委員 63人（3人×旧市17校区＋上石津地区7人＋墨俣地区5人） 

会議・研修参加  32回開催・参加予定 

 

継続 

 

7 スポーツ団体育成事業 予算30,789千円 

岐阜県民スポーツ大会選手強化事業補助金 

大垣ミナモソフトボールクラブ運営補助金 

岐阜県民スポーツ大会派遣事業補助金 

連合体育振興会活動事業補助金 

体育連盟加盟団体活動事業補助金 

体育連盟ジュニア強化事業補助金 

＜参考事業＞ 

大垣ミナモソフトボールクラブによる小中学校体育授業等での指導（別紙P16～17） 

 

継続 

 

8 国際スポーツ交流推進事業 予算4,469千円 

⑴ 第11回韓国青少年スポーツ相互交流受入事業委託料 

  日程等調整中 

⑵ 第21回ドイツ青少年・指導者（派遣）事業補助金 

  日程等調整中 

 

継続 

(派遣･受入は 

隔年) 

 

9 スポーツイベント推進事業 予算2,870千円 

 ⑴ スポーツイベント事業負担金 2件 

  ・大垣ミナモソフトボールクラブを育てる会 

  ・MAG-CUP少年サッカー交流大会 

 ⑵ スポーツイベント事業補助金 12件 

  ・岐阜県中学校選抜軟式野球大会 

  ・東海選抜軟式野球大会 

  ・清流の国ぎふグリーントライアル大会 

  ・市長杯争奪グラウンドゴルフ大会 

 

継続 
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令和 7 年度事業計画 区分 

 

  ・市民登山大会 

・JABAベーブルース杯社会人野球大会 

・水の都杯9人制女子バレーボール選抜優勝大会 

・市長杯争奪ゲートボール選手権大会 

・奥の細道シニアソフトテニス大会 

・全国高校サッカー選抜大垣大会 

・西濃綱引選手権大会 

・JD.LEAGUE公式戦 

 

10 体育施設管理事業 予算 416,381 千円 

⑴ 指定管理体育施設 

① 大垣市体育連盟委託分 北公園ほか16施設 

② 青墓町（1区）自治会委託分 野外活動センター 

⑵ 市直営体育施設 

新田屋内運動場（R7.7～）、時山健康増進施設、墨俣庭球場 

 

継続 

（一部新規） 

 

11 体育施設営繕事業 予算64,600千円 

⑴ 主な整備・修繕 

工事名 工事概要 

浅中公園ソフトボール場防球ネット張替工事 防球ネットの破断した面の張替 

アーチェリー場射場防矢ネット改修工事 西面の防矢ネットの張替 

新田屋内運動場安全施設整備工事 フェンス設置工事、車止め設置工事 

西公園庭球場樹木伐採工事 点検通路確保のための樹木伐採等 

西公園庭球場気中開閉器・高圧ケーブル改修工事 気中開閉器・高圧ケーブルの改修 

⑵ 主な備品整備 

施設名 備品名等 

武道館 ベクトラフライ、デジタイマ柔道 ほか 

浅中公園総合グラウンド  超音波風速計、スタート信号ドラム ほか 

北公園 走り高跳び用トレーニングマット、塁ベース ほか 

市民プール 日除けテント、水球タイマー用バッテリー ほか 

三城公園プール 安全歩行マット、ベンチ 

総合体育館 気化熱冷風機 ほか 

新田屋内運動場 初度備品（フットサルゴール、ＡＥＤほか） 
 

 

継続 
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令和 7 年度事業計画 区分 

 

12 武道館長寿命化事業 予算21,800千円 

 主な整備・修繕 

工事名 工事概要 

直流電源装置更新工事 直流電源装置一式の更新 

熱源室ポンプ改修工事 空調用ポンプ3台及びモーター更新 

トレーニングセンター女子更衣室空調工事 空調の更新 
 

 

継続 

 

13 北公園野球場・陸上競技場長寿命化事業 予算189,300千円 

 主な整備・修繕 

工事名 工事概要 

野球場メインスタンド大規模改修工事 
観覧席の防水処理及び交換、スタンド

内1階の天井・壁の改修、トイレ洋式化 

野球場スタンド内空調機更新工事 スタンド内1階の空調機更新 

陸上競技場トラックスタート地点・ 

コーナー改修工事 
競技トラックのゴム舗装の改修 

野球場スタンド内照明LED改修工事 蛍光灯・避難誘導灯をLED照明に改修 

野球場トイレ洋式化改修工事 トイレを洋式化に改修 

陸上競技場屋外照明LED改修工事 屋外照明をLED照明に改修 

 

 

新規 

 

14 学校体育施設開放事業 予算16,140千円 

 ⑴ 学校体育施設開放の運営管理委託 

小学校18校 グラウンド・体育館  義務教育学校1校 体育館 

旧小学校2校（上石津地域）グラウンド・体育館 

中学校9校 グラウンド・体育館・武道場・卓球場 

高校4校（大垣北・大垣東・大垣西・大垣桜） グラウンド（R7.5～県の管理） 

 ⑵ 大垣市立学校施設の開放に関する運営協議会 

   28協議会（小・中・義務教育学校等28校 各校10名以内） 委員 延253名 

⑶ 学校体育施設開放に係る消耗品、備品購入 

体育館モップ・ワックス、体育館ランプ電球 

バレーボール支柱、バレーボールアンテナ、バドミントンネット等 随時対応 

 

 

 

継続 
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令和 7 年度事業計画 区分 

 

15 学校体育施設営繕事業 予算32,200千円 

⑴ 主な備品修繕、維持補修修繕 

   バレーボール用ネットワイヤー取替、バレーボール用ネット周囲ロープ取替、 

バドミントン支柱床下金具修理、グラウンド夜間照明水銀灯取替 ほか 

 ⑵ 主な整備 

工事名 工事概要 

西中学校グラウンド夜間照明改修工事 照明設備6基、分電盤及び引込柱の更新 

西中学校グラウンド夜間照明改修工事に

伴う樹木剪定工事 
照明設備周辺樹木の剪定及び切り下げ 

 

 

 

継続 
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 別紙  

令和７年度 大垣ミナモソフトボールクラブによる 

ベースボール型授業への指導支援について 
 

 平成 28 年 5 月 9 日、大垣市と大垣ミナモソフトボールクラブは、大垣市内の小中学校

における体育授業等での指導支援について協定を締結した。 

令和 7 年度について、実施希望のあった 13 小中学校において実施しているところであ

る。（令和 5 年度は 16小中学校、令和 6 年度は 13 小中学校で実施） 

 

1 体育（保健体育）授業の実施概要 

⑴ 目的 

ソフトボール捕り方や投げ方、打ち方等の指導を通して、児童生徒の球技に対する

興味・関心を高めるとともに、運動技能の向上を図る。 

⑵ 対象校 

   実施を希望する小中学校 

⑶ 対象児童生徒 

   小中学校ともに１学年のみが対象 

   小学校は第 6学年または授業実施最高学年、中学校は全学年が対象 

⑷ 日時の決定（令和 7年 6月 30 日～令和 7年 12 月 23日） 

   各小中学校に対して実施希望調査を実施し、大垣ミナモソフトボールクラブ事務局 

と調整の上決定し、該当校へ通知する。 

⑸ 授業会場 

   実施小中学校の体育館 

⑹ 指導支援の内容 

   「捕る」「投げる」「打つ」「走る」などの基本的な技能を習得させるとともに、体を

動かすことの楽しさや喜びを体験させる。 

 

2 令和 7 年度の計画 

  ※別紙「記者発表資料」参照 
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記者発表資料 

令和7年6月26日 

 

所 属 大垣市教育委員会 社会教育スポーツ課 

担 当 スポーツ振興グループ 参事：松永 健一郎 

連絡先 0584-81-4111（内線2746） 

 
令和７年度大垣ミナモソフトボールクラブによるベースボール型授業への指導支援について 

 
 平成28年5月9日、大垣市と大垣ミナモソフトボールクラブは、大垣市内の小中学校にお
ける体育授業等での指導支援について協定を締結した。 
 今年度、市内全小中学校に対し、指導支援について希望調査を行ったところ、計13小中
学校から希望があったため、次のとおり実施するもの。 
 

1 実施日時等 

実施日時 学校名 学年 児童生徒数 
授業時数 
（学級数） 

6月30日 10:30～11:15 南小 6年 36 1 

7月8日 9:25～11:15 青墓小 6年 50 2 

9月29日 8:30～12:10 赤坂中 1年 126 4 

11月10日 8:30～11:10 
小野小 6年 

94 3 

11月11日 8:30～10:05 63 2 

11月18日 10:30～12:10 興文小 6年 68 2 

11月21日 8:35～11:15 江東小 6年 83 3 

11月25日 8:35～11:45 北小 6年 131 4 

11月26日 9:30～11:20 赤坂小 6年 61 2 

11月28日 8:40～10:15 墨俣小 6年 43 2 

12月1日 10:35～11:20 日新小 6年 29 1 

12月5日 8:40～12:10 中川小 6年 127 4 

12月8日 9:30～10:15 綾里小 6年 24 1 

12月23日 8:45～11:35 東小 6年 74 3 
 
2 実施場所 
  各学校の体育館 
 
3 指導支援のねらい 
  「捕る」「投げる」「打つ」「走る」などの基本的な技能を習得させるとともに、簡易
ゲームを体験させることを通して、ボール運動（ベースボール型）の楽しさを味わえるよ
うにする。 
 （学習内容例） 
 ⑴ 自己紹介 
 ⑵ 基本的なボール操作 
 ⑶ 簡易ゲーム体験 
 ⑷ ミナモクラブによるデモンストレーション 
 
4 留意事項 
  学校やミナモクラブの状況により、実施日時等が変更になる場合があります。 
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 資料No.3 

大垣市第2次教育振興基本計画（スポーツ分野）の前期の最終状況について

（１）スポーツを通した交流の場を提供し、互いに認め合う、心豊かな人づくり

基本目標 指標名 単位 基準値
(H30年度)

R5年度
上段：目標
下段：実績

R6年度
上段：目標
下段：実績

備考
（調査方法等）

168 200

213 268

1 1

1 1

（２）スポーツ活動を充実し、夢や目標に向かって挑戦する人づくり

基本目標 指標名 単位 基準値
(H30年度)

R5年度
上段：目標
下段：実績

R6年度
上段：目標
下段：実績

備考
（調査方法等）

64.5 65.0

66.4 76.5

319 320

 計 336
（個人304
団体32）

 計 326
（個人287
団体39）

（３）地域に根ざしたスポーツ活動を推進し、郷土愛のある人づくり

基本目標 指標名 単位 基準値
(H30年度)

R5年度
上段：目標
下段：実績

R6年度
上段：目標
下段：実績

備考
（調査方法等）

13,130 13,200

8,680 8,137

46.9 48.0

51.8 51.6

（４）スポーツができる環境を整備し、生涯いきいきとスポーツする健康な人づくり

基本目標 指標名 単位 基準値
(H30年度)

R5年度
上段：目標
下段：実績

R6年度
上段：目標
下段：実績

備考
（調査方法等）

5,281 5,300

4,877 5,039

1,429,485 1,435,500

1,297,185 1,344,425

スポーツを通した
交流の場を提供し、
互いに認め合う、
心豊かな人づくりを
めざします

日本スポーツ協会公認
指導者新資格の登録者数 人 ―

県民スポーツ大会での
総合優勝の継続

位 1

スポーツ活動を
充実し、夢や目標に
向かって挑戦する
人づくりを
めざします

小中学生
スポーツ活動実施率 ％ 62.1

全小中学校(義務教育学校
含む)にアンケート調査

全国・国際大会等への
出場者数

人
団体

大垣市体育連盟より報告
　※R2年度からの累計数

計　315
(個人267
団体 48)

大垣市激励金交付人数

地域に根ざした
スポーツ活動を
推進し、郷土愛の
ある人づくりを
めざします

コミュニティスポーツ
参加者数

人 12,781

地区別コミュニティスポーツ
普及事業（成果）報告書
及び地区別ヘルシーウォーク
推進事業（成果）報告書

意識的に運動
(週1回以上)
している人の割合

％ 41.6
体育・スポーツに関する
市民アンケート調査

大垣市体育連盟より報告

体連体育施設･時山・
墨俣・野活・学校開放

スポーツができる
環境を整備し、
生涯いきいきと
スポーツする
健康な人づくりを
めざします

スポーツ教室への
参加者数

人 5,186
体連・武道館トレセン
大垣市体育連盟より報告

体育施設の利用者数
(学校体育施設を含む) 人 1,399,410
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大垣市中学校部活動地域展開について 

 

文部科学省では、中学校の休日部活動を学校から地域へ展開し、地域団体が主体となる

「地域クラブ活動」として早期に展開することを推進しています。 

国の方針・スケジュール  （スポーツ庁文化庁最終とりまとめ R7.5 より） 

受益者負担と公的負担とのバランスを検討し、国・自治体が支えあいながら支援 

R5～R7改革推進期間 「休日の部活動をできるだけ地域活動へ！」 

R8～R14 改革実行期間 「平日の部活動も順次、地域活動へ」 

〇地域展開により解決できる課題とメリット（これまでの学校部活動の課題） 

① 生徒数減少の課題（チームが組めない・廃部になる） 

➡ 地域展開により学校の枠を超えて活動できるため、クラブ活動の継続が可能です 

② 指導者の専門性と継続性の課題（顧問の異動により、生徒の活動に影響がある） 

➡ 専門性のある地域指導者による長期的・安定的な指導が可能になります 

〇大垣市の取り組み 

大垣市では令和 6 年度から休日部活動の地域クラブ化を開始し、市内全ての休日部活動

を地域展開することを目指しています。（県も R7 中に 100％展開、国は R13 までに 100％） 

〇地域展開の新たな課題 

〇地域展開進捗状況について  
   運動系の地域展開について（部活動数 100部活からスタート） 

実施時期 
令和 6年 4月 令和 6年 9月 令和 7年 4月 

 
令和 7年 9月 
（見込み） 

令和 8年度以降 
（未定） 

展開部活動数 3 12 27 39 19 

展開数累計 
3 

（3.0%） 
15 

（15.0%） 
42 

（42.0%） 
81 

（81.0%） 
100 

（100％） 

地域クラブ

設立数 
3 7 18 23 - 

地域クラブ

累計 
3 10 28 51 - 

〇今後の予定  競技・種目ごとに次のステップで推進していきます 

 

 

 

 
    柔道・相撲が新たに地域クラブ化の動きあり R8.4～スタートの方向で 

国 

中学生の文化・スポーツ活動を地域全体で支える体制づくり

地域クラブを長期的かつ安定的なものにするための人材（指導者等）の確保

ステップ④ 
 平日展開の検討 
 

ステップ③ 
 部活動がない新たな競技・

種目の地域クラブの設立 

ステップ② 
 通う学校に部活動が

ない生徒の受入 

ステップ① 
 現在ある部活  
動を地域クラブ
へ展開 

 資料 No.4  



22 

 

 



23 

 

大垣市附属機関設置条例  

(趣旨) 

第 1条 この条例は、別に条例で定めるものを除くほか、地方自治法 (昭和 22年

法律第 67号 )第 138条の 4第 3項及び第 202条の 3第 1項の規定に基づき、附属機

関の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。  

(設置) 

第 2条 市の執行機関 (以下｢執行機関｣という。)は、別表第 1の名称の欄に掲げ

る附属機関を置く。  

2 附属機関の名称及び主な担任事項は、別表第 1に掲げるとおりとする。  

3 執行機関は、前 2項に定めるもののほか、担任する事務に応じ、それぞれ別

表第2に掲げる附属機関を置くことができる。  

(組織) 

第 3条  附属機関は、それぞれ別表第 1及び別表第 2の委員定数の欄に掲げる数

以内の委員をもって組織する。  

2 委員は、附属機関の担任する事項に関し、学識経験を有する者その他適当

と認められる関係者のうちから、それぞれ執行機関が委嘱し、又は任命 

する。 

3 第1項の規定にかかわらず、執行機関は、附属機関に特別の事項を調査審議

させるため必要があると認めるときは、特別委員を置くことができる。  

4 第2項の規定は、特別委員について準用する。  

(委員の任期) 

第 4条 委員の任期は、それぞれ別表第 1及び別表第 2に掲げるとおりとする。た

だし、欠員が生じた場合における補欠による委員の任期は、前任者の残任期

間とする。  

2 委員は、再任されることができる。  

3 前条第3項の規定により置く特別委員の任期は、その者の委嘱又は任命に係

る特別の事項に係る調査審議の終了のときまでとする。  

(会長等) 

第 5条 附属機関に会長又は委員長(以下｢会長等｣という。)を置き、委員の互選

により定める。  

2 会長等は、会務を総理し、附属機関を代表する。  

3 附属機関に副会長又は副委員長 (以下｢副会長等｣という。 )を置くことがで

きる。この場合において、副会長等は、委員の互選又は会長等の指名により

定める。  

4 副会長等(副会長等を置かない附属機関にあっては、会長等があらかじめ指

 参考資料    
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名する者。以下同じ。)は、会長等を補佐し、会長等に事故があるとき又は会

長等が欠けたときは、その職務を代理する。  

(会議) 

第 6条 附属機関の会議 (以下｢会議｣という。)は、会長等が招集し、その議長と

なる。ただし、会長等及び副会長等の任期が満了した場合又は附属機関が新

設された場合において最初に会議を開く場合その他会長等及び副会長等が

不在のときは、執行機関が招集する。  

2 会議は、執行機関が別に定める場合を除き、委員の過半数が出席しなければ

開くことができない。  

3 会議の議事は、執行機関が別に定める場合を除き、出席した委員の過半数を

もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。  

4 会長等は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して出席を求めて

意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。  

5 会長等(会長等及び副会長等が不在の場合にあっては、執行機関 )は、緊急を

要するとき又は災害、感染症のまん延防止等やむを得ない理由があるときは、

委員に書面を送付し、又は電磁的記録 (電子的方式、磁気的方式その他人の知

覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計

算機による情報処理の用に供されるものをいう。 )を送信し、その意見を徴

し、又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。 

6 第2項及び第3項の規定は、前項の場合において準用する。  

(部会等) 

第 7条  附属機関は、必要に応じ部会その他これに類する組織を置くことがで

きる。 

(守秘義務) 

第 8条  委員及び会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなら

ない。その職を退いた後も、同様とする。  

(委任) 

第 9条  この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な

事項は、執行機関が定める。  

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、令和 7年4月1日(以下｢施行日｣という。 )から施行する。  

(経過措置) 

2 この条例の施行の際、現に別表第 1又は別表第 2に掲げる附属機関に相当す

る合議体(以下｢従前の附属機関等｣という。)の委員等である者は、施行日に、
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それぞれ別表第1又は別表第 2に掲げる附属機関 (以下｢新附属機関｣という。)

の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、

当該従前の附属機関等の委員等の数が別表第 1又は別表第 2の委員定数を超

えるときは、その超える間に限り、当該委員定数にかかわらず、新附属機関

の委員定数は、当該従前の附属機関等の委員等の数とする。  

3 前項の規定により委嘱され、又は任命されたものとみなされる委員の任期

は、第 4条第1項の規定にかかわらず、従前の附属機関等の委員等としての任

期満了日までとする。ただし、これにより難いときは、6月を限度としてこれ

を延長し、又は短縮することができる。  

4 施行日から令和 7年 7月 31日までの間における別表第 1の規定の適用につい

ては、同表中  

 ｢ 

大垣市保健  

推進協議会  

地域保健計画、自殺対策計画及び食育推

進計画の策定、評価等について審議する

こと。  

15人  2年  

                                  ｣ 

 とあるのは、  

 ｢ 

大垣市保健  

推進協議会  

地域保健計画、自殺対策計画の策定、評価

等について審議すること。  

15人  2年  

大垣市食育  

推進会議  

食育基本法 (平成 17年法律第 63号 )第 33条

第 1項の規定に基づき、食育推進計画の策

定及び食育の推進に関する重要事項につ

いて審議すること。  

18人  2年  

                                  ｣ 

 とする。  

5 施行日以後最初に委嘱される｢大垣市介護サービス基盤整備検討委員会｣の

委員の任期は、別表第 1の任期にかかわらず、委嘱された日から令和 9年 3月31

日までとする。  

6 この条例の施行の際、現に従前の附属機関等の会長等又は副会長等である

者は、施行日にそれぞれ新附属機関の会長等又は副会長等として定められた

ものとみなす。  

7 この条例の施行の際、現に従前の附属機関等がした審査、調査審議その他

の手続は、それぞれ新附属機関がした審査、調査審議その他の手続とみ 

なす。 
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別表第 1(第2条―第4条関係 ) 

名称 主な担任事項  委員定数  任期 

大 垣 市 功 労

者 表 彰 審 査

委 員 会  

功労者表彰の被表彰者の決定、栄

誉市民の決定並びにスイトピア章

の授与及び市民大賞としての表彰

を受ける者の選定について審査す

ること。  

6人 2年 

大 垣 市 公 務

災 害 補 償 等

認 定 委 員 会  

議会の議員その他非常勤の職員の

公務又は通勤により生じた災害の

認定について意見を述べること。  

5人 3年 

大 垣 市 公 務

災 害 補 償 等

審 査 会  

議会の議員その他非常勤の職員の

公務上の災害又は通勤による災害

に対する補償等の実施に関する不

服について審査し、裁定すること。 

3人 3年 

大 垣 市 職 員

退 職 手 当 審

査 会  

退職手当の支給制限等の処分につ

いて審査すること。  

3人 委嘱の日か

ら諮問に係

る審査の終

了のときま

で  

大 垣 市 特 別

職 報 酬 等 審

議 会  

議会の議員報酬の額並びに市長及

び副市長の給料の額について調査

審議すること。  

10人 委嘱の日か

ら諮問に係

る調査審議

の終了のと

きまで  

大 垣 市 総 合

計 画 審 議 会  

市が定める総合計画について審議

すること。  

36人 2年 

大 垣 市 情 報

公 開 審 査 会  

情報の公開請求に対する決定等に

係る審査請求について調査審議す

ること。  

5人 2年 

大 垣 市 個 人

情 報 保 護 審

査 会  

個人情報の開示請求に対する決定

等に係る審査請求について調査審

議すること。  

5人 2年 

大 垣 市 行 政

改 革 推 進 審

議 会 

市の行政制度及び行政運営の改善

に関する重要事項等について調査

審議すること。  

15人 2年 



27 

 

大 垣 市 指 定

管 理 予 定 候

補者選定・評

価委員会  

公の施設の指定管理者制度に係る

予定候補者の公平な選定及び指定

管理者による公の施設の適正な管

理運営の履行の確保に関する事項

について審査すること。  

5人 5年 

大 垣 市 多 文

化 共 生 推 進

会 議  

多文化共生推進指針の策定及び推

進について審議すること。  

15人 5年 

大 垣 市 ま ち

づ く り 市 民

活 動 育 成 支

援 推 進 委 員

会 

市民活動を育成支援するための市

民活動団体に対する資金等の助成

について審議し、及び助言するこ

と。  

10人 2年 

大 垣 市 男 女

共 同 参 画 推

進 審 議 会  

男女共同参画プランの策定及び見

直し並びにその実施状況及び進捗

状況の評価等について審議するこ

と。  

15人 2年 

大 垣 市 人 権

の ま ち づ く

り 懇 話 会  

人権尊重のまちづくりの実現のた

めに必要な市の人権施策の推進方

策及び市が取り組むべき人権課題

について審議すること。  

16人 2年 

大 垣 市 地 方

改 善 促 進 審

議 会  

地方改善の促進のために必要な総

合的施策の樹立その他地方改善に

関する社会的、経済的、教育的等諸

問題の解決に関する事項について

調査審議すること。  

20人 2年 

大 垣 市 環 境

審 議 会  

環境基本法 (平成 5年法律第 91号 )

第 44条の規定に基づき、市の環境

の保全及び創出に関する基本的事

項について調査し、研究し、及び審

議すること。  

15人 2年 

大 垣 市 廃 棄

物 減 量 等 推

進 審 議 会  

廃棄物の処理及び清掃に関する法

律 (昭和 45年法律第 137号 )第 5条の

7第 1項の規定に基づき、一般廃棄

物の減量化、資源化及び適正処理

に関する事項について審議するこ

と。  

18人 2年 
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大 垣 市 防 犯

推 進 協 議 会  

市が実施する犯罪を防止する施策

並びに防犯に関する計画の策定及

び評価について審議すること。  

20人 2年 

大 垣 市 交 通

安 全 対 策 会

議 

交通安全対策基本法 (昭和 45年法

律第 110号 )第 18条第 1項の規定に

基づき、交通安全計画の策定、推進

等に関する事項について審議する

こと。  

17人 1年 

大 垣 市 地 域

福 祉 計 画 策

定・評価委員

会 

地域福祉計画の策定及び評価につ

いて審議すること。  

22人 5年 

大 垣 市 障 が

い 者 の 暮 ら

し を 支 え る  

協 議 会  

障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律 (平

成 17年法律第 123号 )第 89条の 3第 1

項の規定に基づき、相談支援事業

の運営等について協議し、並びに

障害者計画、障害福祉計画及び障

害児福祉計画の策定及び評価につ

いて審議すること。  

30人 3年 

大 垣 市 地 域

包 括 支 援 セ

ン タ ー 運 営  

協 議 会  

地域包括支援センターの適正な運

営に関する事項について審議する

こと。  

10人 2年 

大 垣 市 老 人

ホ ー ム 入 所  

判 定 委 員 会  

養護老人ホームへの入所措置及び

入所措置継続の要否について審査

すること。  

6人 1年 

大 垣 市 介 護

保 険 運 営 協  

議 会  

高齢者福祉計画・介護保険事業計

画の策定、評価等について審議す

ること。  

15人 3年 

大 垣 市 介 護

サ ー ビ ス 基

盤 整 備 検 討

委 員 会  

介護保険事業計画に基づく介護保

険施設等を整備する事業者の選定

について審査すること。  

6人 3年 
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大 垣 市 地 域

密 着 型 サ ー

ビ ス 運 営 委

員 会  

地域密着型サービス事業者の指定

等について審査し、及び指定基準

等について審議すること。  

5人 3年 

大 垣 市 保 健  

推 進 協 議 会  

地域保健計画、自殺対策計画及び

食育推進計画の策定、評価等につ

いて審議すること。  

15人 2年 

大 垣 市 予 防

接 種 健 康 被

害 調 査 委 員

会 

予防接種による健康被害について

調査し、及び助言し、並びに予防接

種の業務において生じた事故の災

害補償、損失補償、求償その他措置

等について審議すること。  

4人 2年 

大 垣 市 子 ど  

も・子育て

未来会議  

子ども・子育て支援に係る計画及

び施策の総合的かつ計画的な推進

に関し必要な事項並びに施策の実

施状況について調査審議すること。 

15人 2年 

大 垣 市 児 童

館 運 営 委 員

会 

児童館の運営について審議するこ

と。  

10人 2年 

大 垣 市 障 害

児 通 所 支 援

事 業 支 給 検  

討 委 員 会  

障害児通所支援サービスの利用の

可否及び支給日数等について審査

すること。  

10人 2年 

大 垣 市 保 育

所 等 医 療 的

ケ ア 実 施 検  

討 会 議  

保育所等における医療的ケア実施

の可否について審査すること。  

6人 1年 

市 場 取 引 委

員 会  

大垣市公設地方卸売市場における

売買取引について調査審議するこ

と。  

10人 2年 

大 垣 市 雇 用

戦 略 指 針 策

定 委 員 会  

雇用戦略指針の策定について審議

すること。  

10人 1年 

大 垣 市 観 光

戦 略 指 針 策  

定 委 員 会  

観光戦略指針の策定について審議

すること。  

10人 1年 
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大 垣 市 大 規

模 小 売 店 舗

の 出 店 に 伴

う 地 域 環 境

保 全 の た め

の 検 討 委 員

会 

大規模小売店舗の出店に関する事

項について審議すること。  

15人 2年 

大 垣 市 産 業

振 興 指 針 策

定 委 員 会  

産業振興指針の策定について審議

すること。  

10人 1年 

大 垣 市 森 林

管 理 委 員 会  

市の森林・林業に関する課題及び

現状把握その他森林づくりについ

て審議すること。  

12人 2年 

大 垣 市 農 業

ビ ジ ョ ン 策

定・推進委員

会 

農業ビジョンの策定及び推進につ

いて審議すること。  

13人 5年 

大 垣 市 水 防

協 議 会  

水防法 (昭和 24年法律第 193号 )第

34条第1項の規定に基づき、水防計

画その他水防に関し重要な事項に

ついて調査審議すること。  

16人 2年 

大 垣 市 水 道

事 業 等 審 議

会 

市の水道事業及び下水道事業に関

する重要事項等について調査審議

すること。  

15人 2年 

大 垣 市 都 市

計 画 景 観 審  

議 会  

都市計画法 (昭和 43年法律第 100

号 )等の法令によりその権限に属

させられた事項並びに都市計画に

関する事項及び景観の形成に関す

る事項について調査審議するこ

と。  

20人 2年 

大 垣 市 景 観

遺 産 審 議 会  

景観遺産及び景観自慢の指定につ

いて意見を述べ、並びに景観遺産、

景観自慢、景観重要建造物及び景

観重要樹木の保存及び活用につい

て調査審議すること。  

5人 2年 

大 垣 市 道 の

駅 整 備 検 討

委 員 会  

道の駅の整備に関する方針及び計

画の策定等について調査審議する

こと。  

20人 2年 
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大 垣 市 自 転

車 等 駐 車 対

策 協 議 会  

自転車等の駐車対策に関する重要

事項について審議すること。  

15人 2年 

大 垣 市 緑 化

審 議 会  

緑の基本計画の策定、緑化に関す

る重要事項等について調査審議す

ること。  

15人 5年 

大 垣 市 空 家

等審査会  

空家等が周辺の生活環境に及ぼす

悪影響の程度について審査し、及

び空家等対策に関する重要事項に

ついて審議すること。  

5人 5年 

大 垣 市 民 病

院 経 営 強 化

プ ラ ン 評 価

委員会 

市民病院経営強化プランの策定並

びに点検及び評価について調査審

議すること。  

10人 1年 

大 垣 市 民 病

院 地 域 医 療

支 援 病 院 に

関 す る 委 員

会 

市民病院が実施する地域における

医療の確保のための支援について

調査審議すること。  

12人 1年 

大 垣 市 教 育

振 興 基 本 計

画策定・評価

委員会 

教育振興基本計画の策定及び実施

状況の評価等について審議するこ

と。  

60人 2年 

大 垣 市 教 育  

支 援 委 員 会  

特別な支援を要する児童生徒の就

学先の決定について審議し、及び

教育措置について調査審議するこ

と。  

20人 1年 

大 垣 市 小 中

学 校 医 療 的

ケ ア 検 討 委  

員 会  

医療的ケア児就学支援事業実施の

可否及び医療的ケア児就学支援給

付費支給の可否について審査する

こと。  

10人 1年 

大 垣 市 教 育

委 員 会 い じ

め 問 題 調 査  

委 員 会  

いじめ防止対策推進法 (平成 25年

法律第 71号 )第 28条第 1項の規定に

基づき、重大事態について調査す

ること。  

5人 2年 
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大 垣 市 社 会

教 育 委 員 の

会 

社会教育法(昭和24年法律第207号)

第17条第1項第2号の規定に基づき、

社会教育について意見を述べるこ

と。 

10人 2年 

大 垣 市 公 民

館 運 営 審 議

会 

社会教育法第29条第1項の規定に基

づき、公民館における各種事業の企

画実施について調査審議すること。 

10人 2年 

大 垣 市 若 森

会 館 運 営 協

議 会  

若森会館の円滑な運営について審

議すること。  

10人 2年 

大 垣 市 留 守

家 庭 児 童 教

室 運 営 委 員

会 

留守家庭児童教室の運営について

審議すること。  

10人 2年 

大 垣 市 ス ポ

ー ツ 推 進 審

議 会  

スポーツ基本法 (平成 23年法律第

78号)第31条の規定に基づき、スポ

ーツの推進に関する重要事項につ

いて調査審議すること。  

12人 2年 

大 垣 市 少 年

ス ポ ー ツ 賞

選 考 委 員 会  

少年スポーツ賞の被表彰者の選定

について審査すること。  

8人 委嘱の日か

ら諮問に係

る審査の終

了のときま

で  

大 垣 市 中 学

校 部 活 動 地

域 展 開 検 討

委 員 会  

中学校部活動の地域展開に関する

方針について審議すること。  

13人 2年 

大 垣 市 文 化

施 設 運 営 委  

員会 

文化施設の運営に関する基本的事

項について審議すること。  

50人 2年 

大 垣 市 文 化

財 審 議 会  

文化財の保存及び活用に関する専

門的及び技術的事項について調査

審議すること。  

7人 2年 

大 垣 市 美 濃

国 分 寺 跡 保

存 整 備 活 用  

委 員 会  

国指定史跡美濃国分寺跡の適切な

保存整備及び活用について審議す

ること。  

5人 2年 
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大 垣 祭 の  

等 修 理 委 員  

会 

大垣祭の 等の修理方法等につい

て審議すること。  

12人 2年 

大 垣 市 図 書

館 協 議 会  

図書館法 (昭和 25年法律第 118号 )

第 14条第1項の規定に基づき、図書

館の運営に関し館長の諮問に応ず

るとともに、館長に対して意見を

述べること。  

10人 2年 

大 垣 市 史 編

集 審 議 会  

市史編集に関する重要事項につい

て調査審議すること。  

7人 3年 

大 垣 市 学 校

給 食 セ ン タ

ー 運 営 委 員

会 

学校給食センターの運営に関する

重要事項について調査審議するこ

と。  

10人 2年 

大 垣 市 農 業

委 員 候 補 者

選 考 委 員 会  

農業委員候補者の選定について審

議すること。  

5人 3年 

 

別表第 2(第2条―第4条関係 ) 

附属機関  主な担任事項  委員定数  任期  

受 託 者 等 の

選 定 に 係 る

委 員 会  

市が発注する業務等に係る

受託者等の選定及びこれに

伴う事務について審査し、

及び審議すること。  

委 員 会 ご

とに 10人 

委嘱又は任命の

日から受託者等

の選定又はこれ

に伴う事務の終

了のときまで  

 

 


